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の力を借りながら，主体的にデータサイエンスのカリ

キュラムを編成していく上で重要である。 

 

謝辞 
 本実践は，京都大学国際高等教育院附属データ科学

イノベーション教育研究センターから支援を受けた。 
 

註 

 
1 文部科学省「数理・データサイエンス・AI 教育プロ

グラム認定制度」（2023 年 3月 13日アクセス）。 
2 阿部昇「秋田県の子どもの学力が「13年間連続トッ

プクラス」なワケ」Diamond Online, 2021年10月26日

（2023年2月22日アクセス）。 
3 湯沢高校生として身につける資質・能力をまとめた

「湯高力」と，対応するルーブリックを全教科で作成

し，改善を重ねている（秋田県立湯沢高等学校「探究

活動等実践モデル校（Ｃ型）実践報告書」2021年，

https://yuzawa-hs.net/wp-content/uploads/2021/05/tankyu-

model.pdf，2023年3月14日アクセス）。本実践でも，筆

者は「湯高力」と「デジタル探求」のルーブリックを

適宜参照し，指針として用いていた。 
4 本実践の１時間毎の授業内容，テンプレート等を以

下で公開し，使用したプログラムの更新を続けている。 

https://github.com/nkutomi/DataScience_for_HighSchool 
5 このような遠隔授業の形態は，データサイエンス教

育に限らず，新しい教育課程の実現にあたり人的資源

の確保が難しい地域において有効である。 
6 最近５年分より以前のものは，湯沢市市民生活部市

民課より提供いただいた。 
7 PDF や，セルの多くが結合されたような単純でない

表形式のデータ等は，プログラムを用いた自動処理に

適していない（奥村晴彦「ネ申 Excel」2013年，

https://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/SSS2013.pdf, 2023

年3月13日アクセス）。 
8 GoogleColab を用い，無料で実行可能なクラウド仮想

環境の上でプログラムを実行した。 
9 久富望，栗栖弘昌，入江克雅「データに対する批判

的思考を深めるための授業実践例」『日本デジタル教科

書学会発表予稿集』第11巻，2022年，19-20。 
 

 
10 アンケート調査において，「難しかった」「少し難し

かった」の合計が前者は68%，後者は82%であった。 
11 松下佳代『対話型論証モデルによる学びのデザイ

ン』勁草書房，2021年。 
12 松下，同上，p.54。 
13 松下，同上，p.154。 
14 アルゴリズムとしては，Sentence Transformer（Nils 

Reimers, Iryna Gurevych, Sentence-BERT: Sentence 

Embeddings using Siamese BERT-Networks, arxiv, 2019.）

による埋め込みをもとに混合ガウス分布を用いたクラ

スタリングを行い，クラスタのタイトルは GPT-3を用

いて自動生成した。 
15 大塚淳『統計学を哲学する』名古屋大学出版会, 2020

年。 
16 大塚，同上，p.164。 
17 本実践にあたっては「逆向き設計」（G.ウィギンズ, J.

マクタイ（西岡加名恵 訳）『理解をもたらすカリキュ

ラム設計：「逆向き設計」の理論と方法』日本標準，2012

年。）の考えを参照している。 
18 本実践であれば，湯沢高校での「デジタル探究」の

実施自体が前年末に決まり，筆者の関わりが始まった4

月初旬には「デジタル探究」の目標のみが定まった状

態であり，初回授業を５月末に移した。さらに，本稿

を執筆している３月上旬でも次年度の「デジタル探究」

の担当者が確定しないため，打ち合わせには一定の制

約がかかっている。 
19 本実践でも，湯沢高校への１人１台の Chromebook

の導入が並行して行われたため，端末への慣れに時間

を取られた。また，１学期はネットワークの切断に毎

回のように見舞われ，授業内容の変更を行った。 
20 湯沢市は約20万人が住む横手盆地の南部に位置し，

約50km 南の山形県新庄市とも繋がりが深いが，横手

盆地にも新庄盆地にも大学はない。一番身近な大学は

奥羽本線で２時間弱を要する秋田市内の大学である。 
21 カリキュラムの到達点が明確であれば，時間的・技

術的制約の元で様々な選択が求められる場合も，ねら

いの再確認や指導内容の決定は行いやすい。 

（教育学研究科・助教） 

（修士課程） 
受理 2023年 2月27日 

 

 17 

【研究論文】 
 

環境教育の教育目標論に関する一考察 
 

祁 白麗 
 

 

 

１．はじめに 

本稿は、環境教育における教育目標がどのように考

えられ設定されてきたのかについて、国内外の政策動

向・国内の実践と理論を俯瞰し、（1）環境教育の教育
目標設定における論点は何か、（2）環境教育がどのよ
うに展開されてきて、どのような課題を抱えているの

かを教育目標論の視点から検討することを目的とする。 
本稿では、環境教育という用語を使ってなされた議

論に限定せずに、環境教育の前身や源流とされている

自然保護教育、公害教育から、現在主流になっている

ESD、SDGs を背景に唱えられる持続可能性のための
教育までを検討の対象に含める。なぜなら、1970年代
半ば以降、自然保護教育や公害教育にルーツを持つ研

究者と実践者たちが、環境教育という概念を積極的に

用いて議論を展開しているからである1。また、ESDや
SDGs の提起を背景として、環境教育の意義と課題を

改めて考え直す作業が行われているからである2。環境

教育は、1950 年代以来 70 年間、自然破壊や環境問題
に取り組む教育実践・理論を整理する上で、主軸とな

る概念であると言える3。 
本稿において、教育目標論にとりわけ焦点を合わせ

る理由は二つある。第一に、環境教育の目的について

は、環境問題の解決や予防といった課題を含む、持続

可能な社会の作り手の育成という共通認識は得られや

すいものの、この目的が実際にどのような具体的目標

の設定を通して達成されるのかは個々の学校や教師に

任されている側面が大きく、この曖昧性は環境教育の

実践を行う上で困惑と停滞を招いているという点であ

る。よって、教育目標論に焦点を合わせることで、実

践を行う上で指針となるより具体的な議論に踏み込む

ことを目指す。ただし、教育目標に関する議論は、「目

的と深く関わりながら何を教えるか、この『目当て』

にかかわる諸議論である」ために4、必要に応じて教育

目的をも検討の対象に取り入れる。 
環境教育の教育目標論に着目するもう第二の理由

は、「教育目標論は、社会的諸価値をカリキュラムへ具

体化する教育的決定」に関わるものであるために、教

育目標に焦点を合わせることが「教育という営みや学

校という制度のあり方や機能を、全体的・根源的にリ

アルに対象しうる」ためである5。つまり、環境教育の

教育目標論を検討することで、学校教育における環境

教育の必要性を唱える論調にどのような意図があり、

これから学校と社会の関係や学校教育の機能と役割に

ついてどう考えるべきかの示唆が得られる。 
環境教育の教育目標に関する先行研究としては、環

境教育の歴史的展開を整理する論文や、環境教育の入

門書やテキストにおける環境教育の目的と目標と題さ

れる章・節がいくつか指摘できる6。ただし、これらの

研究は、環境教育に関する国際的動向の枠組みを手が

かりにするものが多く、日本独自の環境教育の実践と

理論を踏まえた理論的・実践的知見についてはほとん

ど参照されていない。そのため、本稿は、日本独自の

環境教育の実践と理論を含めて、広く環境教育の教育

目標に関する議論を扱い、さまざまな立場の共通点や

相違点を明らかにし、環境教育のさらなる展開に向け

て示唆を提供する。 

 
２．環境教育施策における教育目標の設定 
２.１ 環境教育の国際的な枠組み 
国際的な環境危機が深まる中で、環境の保護と改善

に資する教育の重要性が、初めて国際的に強調された

のは、1972年のストックホルム国連人間環境会議で採
択された『人間環境宣言』である。ただし、環境教育

とはどのようなもので、その教育目的や教育目標、指
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導原理といった枠組みを示したのは、1975年にベオグ

ラードで開かれた環境教育専門家会議である。そこで

は、「環境とそれに関連する問題に気づき、関心を持つ

とともに、現在の問題の解決および将来の問題の防止

に向け、個人および集団で活動するための知識、技能、

態度、意欲、責任感を持った人々を世界中で育てるこ

と」を環境教育の目的（goal）として位置付けた。そ

して、この目的を達成するために、表 1のような目標
設定を提示した7。この目標設定は、以降環境教育とそ

の実践を構想する上での基本的な枠組みとなっている。 
 
表 1 ベオグラード憲章における環境教育目標の設定 
気づき 環境全体とそれに関連する問題に対する気づきと感性 
知識 環境全体とそれに関連する問題、およびそれに対して

人類がきわめて大きな責任ある存在であり、役割を負

うという基本的理解 
態度 環境に対する社会的価値基準と環境を気づかう強い気

持ち、および環境の保護と改善に積極的に参加する意

欲 
技能 環境問題を解決する技能 
評価 
能力 

環境対策や環境プログラムを生態学的、政治的、経済

的、社会的、美的、教育的観点から評価する 
参加 環境問題の解決に向けて適切な行動を確実にとれるよ

うに、環境問題に関する責任と緊迫性について認識を

深める 
 

 ベオグラード憲章に関連して、鈴木善次は、特に小

さい年齢から最初の「気づき」（関心）がとても大切で

あり、年齢が高くなると「知識」が重要となると指摘

している。そして、環境問題解決のため「知識」が「技

能」と一体化しており、環境問題解決への行動力が求

められる点において「態度」と「参加」がともに必要

と強調する。その上で「評価能力」は「参加」の前提

となる。このように、鈴木は、以上の環境教育の目標

を「気づく」「知る」「行動する」という 3 段階に整理

し、最後の段階にある「行動する」になかなか到達し

ないことを環境教育の課題と位置付けている8。こうし

た理解は、「環境の中の教育」「環境についての教育」、

「環境のための教育」を年齢に応じて異なる割合で実

施するという考え方（図 1）とも一致している9。 
なお、表 1の各目標の主語は省略されているが、そ

れはすべて「個人・社会集団」である。この点に関し

て、市川智司は、集団における「意志決定、合意形成

プロセスが環境教育において重要である」という指摘

を行っている10。鈴木と市川のこれらの指摘は、木村

裕の「行動に関しては、ある特定の認識に基づいた特

定の行動をとることを求めるのではなく、学習者一人

ひとりが自身の認識に基づいて自己決定することや行

動の結果の評価と改善を行うこと」の重要性と、「葛藤

や対立と向き合い、うまく乗り越えたり調停したりし

ながらより良い方向性を模索」することの重要性に対

する指摘とも通じている11。 
1977 年にトビリシで開かれた政府間環境教育会議

とこで発表された宣言と勧告では、環境教育の目的に

おいて都市環境、農山漁村の環境など多様な環境の存

在と相互依存関係への着目がより強調された。なお、

目標については、評価能力が削除されているが、ベオ

グラード憲章で示された環境教育の枠組みが基本的維

持された12。そして、過去にも注意を払う、環境の歴

史的、道徳的側面を盛り込むといった指導原理も、新

たに示された13。『トビリシ勧告』について、公害教育

のオピニオンリーダーの藤岡貞彦は「環境教育は全体

的視野をもった学際的なものであるべきこと、学校教

育は環境教育の定義によって全面的に改革されねばな

らないこと」といった記述にその意義を見出した上で、

トビリシ勧告が日本にうまく紹介されていなかったこ

とを遺憾に思い、「このトビリシか合意のガイド・プリ

ンシプルが現代日本で誠実に履行され実践されるなら、

今、八方ふさがりの『教室の危機』は大きくかわるだ

ろう」と評している14。 
その後、1980年に発表された『世界環境保全戦略』

と 1987年環境と開発に関する世界委員会（ブルントラ

ント委員会）において発表された報告書『our	common	
future』を踏まえて、持続可能な開発（発展）という

概念が提起され、それは環境教育の中心的概念となっ

ていく。そして、1992年の「リオ宣言」とその行動計

画「アジェンダ 21」においては、「環境と開発に関す

る教育が効果的であるためには、物理的・生物学的環

境と社会経済的環境、そして人間（精神的なものも含

図 1 生涯教育としての環境教育の構想 
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む）の成長のダイナミクスを扱う」必要があることが

強調され、持続可能な発展は社会の問題だけでなく、

人間の存在全般に深く関わる問題であることが確認さ

れた。1997年の「テサロニキ宣言」では「環境教育を
『環境と持続可能性のための教育』と表現してもかま

わない」という認識が示されている。こうした動向と

相まって、2002 年に日本国政府によって ESD の十年
が提案された。このように、環境教育における教育目

標はベオグラード宣言とトビリシ勧告の枠組みを基本

としつつ、環境教育の位置づけに対する理解が深化し

ていった。要するに、環境教育は、教育全般に関わる

目的・原理的なものへと深化していったのである。 
 

２.２ 日本における環境教育施策 
次に、国内を中心とする議論に焦点を合わせる。文

部省による環境教育に関する指導資料の発表は 1990
年代まで待たれるが、それ以前にも環境教育の枠組み

を構築しようとする動向があった。1983年、国立教育
研究所は、環境教育のカリキュラム開発の研究プロジ

ェクトに主導的に取り組み、当時学校現場で行われて

いた環境教育の実験授業の実践事例を収集し、環境教

育を進める方策について模索していた。それは、十分

に体系化された理論とならず、国内に広く受け止めら

れた環境教育施策ではなかったものの、そこからは、

80 年代に国立教育研究所が環境教育のあり方をどの

ように捉えていたのかについて窺い知ることができる。

その報告書では、環境教育に関する目標規定が、表 2
のように提起されていた。これらの目標を通して達成

しようとする環境教育の目的は、「具体的な事象を通し

て、自然環境と文化環境についての科学的な理解を図

り、環境と人間とのかかわりを認識させ、環境に対す

る望ましい態度を培う」15ことであった。 
 
表 2 環境教育研究開発プロジェクトの目標設定 

 
関

心 

小さな自然にも大きな関心をもち、自然のすばらしさやた

くみさに感動するようになる 
他人あるいは他地域の問題にも、自分とのかかわりでとら

えるようになる 
知

識 
・

理

解 

自然環境および文化環境にかかわる基礎的知識や基本的概

念を、発達段階に応じで習得する 
環境が人間をつくり、人間が環境をつくっていることがわ

かるようになる 

 あって当たり前のもの、あるいはありふれたものをみんな

態

度 
のものと考え、価値を認めるようになる 
環境に対して望ましくない行為を規制する態度をとるよう

になる 
 
技

能 

環境の質や変化を、できるだけ科学的に測定・評価できる

ようになる 
環境問題にかかわる多くの事実を収集し、それから冷静に

結論を下し、見通しを立てることができるようになる 
 
表 1と比較するとわかる通り、この目標設定の大き

な枠組みは、国際的な環境教育提言から影響を受けて

いることが窺える。ただし、下線部の記述（下線部は

筆者による）を見てみると、環境問題の緊迫性のゆえ

人類の責任や主体性を強く訴えるような問題解決志向

の国際的な枠組みと比較して、国立教育研究所の枠組

みにおいては、より自然への愛着、他者への共感、公

共性、自己規制、科学への信頼といった側面をより強

調するという違いが読み取れる。さらに、表 2では参
加概念が示されておらず、環境教育と特別活動の関係

についても、勤労・生産行事の中でゴミ拾いや清掃活

動などによる自分の生活環境をより良くするという類

のものであった16。諸実践においてみられる行動や態

度に関する記述も、個人の日常的な行動に関するもの

が多かった。中には、意図的に社会全体の仕組みに子

どもの目を向けさせる事例もあったが、子どもたちが

合意できる方向性が見出せず、評論的なレポートを書

いたレベルに留まっていることに課題が残されていた

17。このように、この研究プロジェクトには先進的な

実践も多く収録していたものの、当時の日本における

環境教育が「脱政治化」という性質を一定有している

ことが窺える。 
その後、文部省によって 1991 年に出された中高学

校の『環境教育指導資料』（小学校は翌年）は、日本の

環境教育にとって重要な意味を持つものとなる。小川

潔によると、それ以前にも環境教育の名目で自治体が

自然観察などの活動を組織することがあったが、環境

教育は教育であり運動ではないという認識のもと、自

然認識や感性のみが重視され、自然保護の理念や自然

を守るという政治的側面については当時の環境教育か

ら排除されていた。小川は、環境教育指導資料を契機

として、このような特徴が薄れたと指摘し、「環境を重

視する方向への社会の転換が環境教育の目的であると

表明（価値観教育の公認）してから」と述べている18。

ただし、指導資料に対して、80年代に発展されてきた

18
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導原理といった枠組みを示したのは、1975年にベオグ

ラードで開かれた環境教育専門家会議である。そこで

は、「環境とそれに関連する問題に気づき、関心を持つ

とともに、現在の問題の解決および将来の問題の防止

に向け、個人および集団で活動するための知識、技能、

態度、意欲、責任感を持った人々を世界中で育てるこ

と」を環境教育の目的（goal）として位置付けた。そ

して、この目的を達成するために、表 1のような目標
設定を提示した7。この目標設定は、以降環境教育とそ

の実践を構想する上での基本的な枠組みとなっている。 
 
表 1 ベオグラード憲章における環境教育目標の設定 
気づき 環境全体とそれに関連する問題に対する気づきと感性 
知識 環境全体とそれに関連する問題、およびそれに対して

人類がきわめて大きな責任ある存在であり、役割を負

うという基本的理解 
態度 環境に対する社会的価値基準と環境を気づかう強い気

持ち、および環境の保護と改善に積極的に参加する意

欲 
技能 環境問題を解決する技能 
評価 
能力 

環境対策や環境プログラムを生態学的、政治的、経済

的、社会的、美的、教育的観点から評価する 
参加 環境問題の解決に向けて適切な行動を確実にとれるよ

うに、環境問題に関する責任と緊迫性について認識を

深める 
 

 ベオグラード憲章に関連して、鈴木善次は、特に小

さい年齢から最初の「気づき」（関心）がとても大切で

あり、年齢が高くなると「知識」が重要となると指摘

している。そして、環境問題解決のため「知識」が「技

能」と一体化しており、環境問題解決への行動力が求

められる点において「態度」と「参加」がともに必要

と強調する。その上で「評価能力」は「参加」の前提

となる。このように、鈴木は、以上の環境教育の目標

を「気づく」「知る」「行動する」という 3 段階に整理

し、最後の段階にある「行動する」になかなか到達し

ないことを環境教育の課題と位置付けている8。こうし

た理解は、「環境の中の教育」「環境についての教育」、

「環境のための教育」を年齢に応じて異なる割合で実

施するという考え方（図 1）とも一致している9。 
なお、表 1の各目標の主語は省略されているが、そ

れはすべて「個人・社会集団」である。この点に関し

て、市川智司は、集団における「意志決定、合意形成

プロセスが環境教育において重要である」という指摘

を行っている10。鈴木と市川のこれらの指摘は、木村

裕の「行動に関しては、ある特定の認識に基づいた特

定の行動をとることを求めるのではなく、学習者一人

ひとりが自身の認識に基づいて自己決定することや行

動の結果の評価と改善を行うこと」の重要性と、「葛藤

や対立と向き合い、うまく乗り越えたり調停したりし

ながらより良い方向性を模索」することの重要性に対

する指摘とも通じている11。 
1977 年にトビリシで開かれた政府間環境教育会議

とこで発表された宣言と勧告では、環境教育の目的に

おいて都市環境、農山漁村の環境など多様な環境の存

在と相互依存関係への着目がより強調された。なお、

目標については、評価能力が削除されているが、ベオ

グラード憲章で示された環境教育の枠組みが基本的維

持された12。そして、過去にも注意を払う、環境の歴

史的、道徳的側面を盛り込むといった指導原理も、新

たに示された13。『トビリシ勧告』について、公害教育

のオピニオンリーダーの藤岡貞彦は「環境教育は全体

的視野をもった学際的なものであるべきこと、学校教

育は環境教育の定義によって全面的に改革されねばな

らないこと」といった記述にその意義を見出した上で、

トビリシ勧告が日本にうまく紹介されていなかったこ

とを遺憾に思い、「このトビリシか合意のガイド・プリ

ンシプルが現代日本で誠実に履行され実践されるなら、

今、八方ふさがりの『教室の危機』は大きくかわるだ

ろう」と評している14。 
その後、1980年に発表された『世界環境保全戦略』

と 1987年環境と開発に関する世界委員会（ブルントラ

ント委員会）において発表された報告書『our	common	
future』を踏まえて、持続可能な開発（発展）という

概念が提起され、それは環境教育の中心的概念となっ

ていく。そして、1992年の「リオ宣言」とその行動計

画「アジェンダ 21」においては、「環境と開発に関す

る教育が効果的であるためには、物理的・生物学的環

境と社会経済的環境、そして人間（精神的なものも含

図 1 生涯教育としての環境教育の構想 
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む）の成長のダイナミクスを扱う」必要があることが

強調され、持続可能な発展は社会の問題だけでなく、

人間の存在全般に深く関わる問題であることが確認さ

れた。1997年の「テサロニキ宣言」では「環境教育を
『環境と持続可能性のための教育』と表現してもかま

わない」という認識が示されている。こうした動向と

相まって、2002 年に日本国政府によって ESD の十年
が提案された。このように、環境教育における教育目

標はベオグラード宣言とトビリシ勧告の枠組みを基本

としつつ、環境教育の位置づけに対する理解が深化し

ていった。要するに、環境教育は、教育全般に関わる

目的・原理的なものへと深化していったのである。 
 

２.２ 日本における環境教育施策 
次に、国内を中心とする議論に焦点を合わせる。文

部省による環境教育に関する指導資料の発表は 1990
年代まで待たれるが、それ以前にも環境教育の枠組み

を構築しようとする動向があった。1983年、国立教育
研究所は、環境教育のカリキュラム開発の研究プロジ

ェクトに主導的に取り組み、当時学校現場で行われて

いた環境教育の実験授業の実践事例を収集し、環境教

育を進める方策について模索していた。それは、十分

に体系化された理論とならず、国内に広く受け止めら

れた環境教育施策ではなかったものの、そこからは、

80 年代に国立教育研究所が環境教育のあり方をどの

ように捉えていたのかについて窺い知ることができる。

その報告書では、環境教育に関する目標規定が、表 2
のように提起されていた。これらの目標を通して達成

しようとする環境教育の目的は、「具体的な事象を通し

て、自然環境と文化環境についての科学的な理解を図

り、環境と人間とのかかわりを認識させ、環境に対す

る望ましい態度を培う」15ことであった。 
 
表 2 環境教育研究開発プロジェクトの目標設定 

 
関

心 

小さな自然にも大きな関心をもち、自然のすばらしさやた

くみさに感動するようになる 
他人あるいは他地域の問題にも、自分とのかかわりでとら

えるようになる 
知

識 
・

理

解 

自然環境および文化環境にかかわる基礎的知識や基本的概

念を、発達段階に応じで習得する 
環境が人間をつくり、人間が環境をつくっていることがわ

かるようになる 

 あって当たり前のもの、あるいはありふれたものをみんな

態

度 
のものと考え、価値を認めるようになる 
環境に対して望ましくない行為を規制する態度をとるよう

になる 
 
技

能 

環境の質や変化を、できるだけ科学的に測定・評価できる

ようになる 
環境問題にかかわる多くの事実を収集し、それから冷静に

結論を下し、見通しを立てることができるようになる 
 
表 1と比較するとわかる通り、この目標設定の大き
な枠組みは、国際的な環境教育提言から影響を受けて

いることが窺える。ただし、下線部の記述（下線部は

筆者による）を見てみると、環境問題の緊迫性のゆえ

人類の責任や主体性を強く訴えるような問題解決志向

の国際的な枠組みと比較して、国立教育研究所の枠組

みにおいては、より自然への愛着、他者への共感、公

共性、自己規制、科学への信頼といった側面をより強

調するという違いが読み取れる。さらに、表 2では参
加概念が示されておらず、環境教育と特別活動の関係

についても、勤労・生産行事の中でゴミ拾いや清掃活

動などによる自分の生活環境をより良くするという類

のものであった16。諸実践においてみられる行動や態

度に関する記述も、個人の日常的な行動に関するもの

が多かった。中には、意図的に社会全体の仕組みに子

どもの目を向けさせる事例もあったが、子どもたちが

合意できる方向性が見出せず、評論的なレポートを書

いたレベルに留まっていることに課題が残されていた

17。このように、この研究プロジェクトには先進的な

実践も多く収録していたものの、当時の日本における

環境教育が「脱政治化」という性質を一定有している

ことが窺える。 
その後、文部省によって 1991 年に出された中高学

校の『環境教育指導資料』（小学校は翌年）は、日本の

環境教育にとって重要な意味を持つものとなる。小川

潔によると、それ以前にも環境教育の名目で自治体が

自然観察などの活動を組織することがあったが、環境

教育は教育であり運動ではないという認識のもと、自

然認識や感性のみが重視され、自然保護の理念や自然

を守るという政治的側面については当時の環境教育か

ら排除されていた。小川は、環境教育指導資料を契機

として、このような特徴が薄れたと指摘し、「環境を重

視する方向への社会の転換が環境教育の目的であると

表明（価値観教育の公認）してから」と述べている18。

ただし、指導資料に対して、80年代に発展されてきた

19
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持続可能な発展の概念も、「日本が経験してきた公害問

題への理解」も、「世界の環境思想をつらぬく人権感覚

も、公正感覚」も『環境教育指導資料』からは読み取

ることができないという公害教育の推進者である福島

達夫からの批判もある19。 
環境教育指導資料では、前節の国際的枠組みを維持

しながら、1989年指導要領の改訂で示された新しい学
力観「生きる力」を背景に、環境教育の教育目標とし

て「能力・態度」が前面に押し出された。そこれでは

「環境教育で育成する能力や態度は、基本的には、す

べての教科に共通すると言われている。すなわち、問

題解決能力、情報の収集・分析・解釈の能力、自己表

現能力、さらに、他人の意見を寛容し客観的に判断で

きる能力や態度などが挙げられる」とされる20。 
なお、当時、同じく様々な教科・領域で環境教育に

取り組むことを主張しているが、環境教育指導資料と

は異なる形で目標の設定を行う教育実践も見られた。

そこでは、どの教科・領域にも共通する能力や態度で

はなく、共通する認識として、環境の複雑な構造を理

解するために「相違と類似」、「パターン」、「相互作用

と相互依存」「連続と変化」「適応と進化」といった概

念の獲得が目標として位置付けられていた21。このよ

うな事例は、環境教育の目標設定を行う際に、資質・

能力論だけに依拠するのではなく、生態学や認識論な

ど新しい学術成果を参照することも可能であることを

示していた。 
ESDの指導資料『ESD（持続可能な開発のための教

育）推進の手引（2018年）』では、教師が ESDの実践
に取り組む際に、特に「6 つの構成概念」と「ESD の
視点に立った学習指導で重視する能力・態度」に着目

する必要性が示されている。「6 つの構成概念」とは、
「多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責任性」

である。「ESD の視点に立った学習指導で重視する能

力・態度」とは、「①批判的に考える力、②未来像を予

測して計画を立てる力、③多面的・総合的に考える力、

④コミュニケーションを行う力、⑤他者と協力する力、

⑥つながりを尊重する力、⑥つながりを尊重する態度、

⑦進んで参加する態度」である22。これら特徴は、ど

の教科にも共通する能力・態度の設定という点におい

て、環境教育指導資料を引き継ぐものであると言える。 
ESDと SDGsの関係については、「ESD の様々な活

動が、国際的に整理された目標である SDGs の各目標

にどのように貢献しているのかを考えることにより、

SDGs によって自分自身の ESD の活動に新たな意義
や価値付けを行い、ESD の目標を明確化すること」が
できる23という認識が示されている。この認識は、藤

原孝章による「2015年以後の ESDは、2014年までの
抽象的な概念のみの ESDとはちがい、SDGsという具
体的な 17目標と社会変革の志向性をもった、持続可能
な開発目標のための教育なのである」という指摘にも

共通している24。つまり、SDGsの提起は、ESDの志向
性の変換を意味しておらず、学習内容がより具体的に

なったということを示しているのである。 
 

３．個人や民間団体に見られる環境教育の捉え方 

では、民間の教育研究団体や環境教育の理論と実践

に貢献してきた個々の実践家や研究者たちは、どのよ

うに環境教育の教育目標を捉えてきたのか、これまで

の議論との相違点と共通点に言及しながらみていこう。 
３.１ 自然保護教育から 
まず、自然保護教育の分野にルーツを持つ議論を取

り扱う。自然保護教育は、自然を愛好することだけを

強調し、社会面の問題を見逃していると批判されがち

である。しかし、自然保護教育に取り組んできた人た

ちは、自然がただ趣味や嗜好の対象ではないという意

識を持っていた。自然保護教育の教育目標について、

降旗信一は「単なる自然の愛好家を育てるのではなく」、

「身近な自然の観察を通して、身のまわりの環境につ

いて発見したり疑問をもつとともに、自然を自分のか

らだの一部分として大切にできる子ども」を育てるこ

と、「産業化、工業化によって引き起こされる自然破壊

を食い止めるために、いわゆる『反対闘争』的な自然

保護運動だけでは不十分との認識を踏まえ、自然観察

を通して、より積極的に社会のあり方や人間の行動様

式を考える子子ども」を育てることなどを挙げている

25。このように、自然保護教育には子どものアイデン

ティティ、行動様式、社会のあり方などに対して批判

的にみようとする目標観があることがわかる。そして、

学校で教えている知識自体に対しても批判的な眼差し

を向けている。習得した概念を取っ払い、自然をその

まま見ることで新しい発見をするというように、自然

保護教育は、自然に着目しているからこその革新性と
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批判性を有している。 

この社会変革の志向性に対する自覚は、今日の自然

保護教育論にも確認できる。「環境の保全に市民セクタ

ーの果たす役割は、70年代の行政や社会の仕組みへの
批判から出発して、21世紀に入った現在、地域の専門
家として計画や運営まで担う時代となった。自然保護

教育の内実も、単なる生態学の知識啓発にとどまらず、

人文社会の領域も含めた地域の環境についての合意づ

くりの役割を担うようになった」と指摘されている26。 

また、1994年自然保護協会が発刊したハンドブック
の中で、特に興味深いのは、子どもの発達段階に応じ

た自然体験の提案である（表 3）27。子どもの発達段階
に応じた自然体験は、人類文明のぞれぞれの段階に対

応している。それぞれの文明における人間と自然の関

係や関わり方を体験的に学ぶことが目指されている。

これは、図 1が示すような、今日の環境教育において
共通認識になってきた「環境の中の教育」「環境につい

ての教育」「環境のための教育」という発達段階の対応

の仕方とは、異なる視点を提供するものである。ただ、

この提案の根拠や意図がはっきり書かれていないため

に、この設計においてそれぞれの発達段階の教育目標

はどう考えたらよいのかは検討の余地がある。 
 

表 3 発達段階に応じた自然体験の設計 
年齢段階 望ましい自然体験 
０〜３歳 哺乳動物の段階―豊かな原体験 
４〜６歳 石器人の段階―縄文体験な重要な基礎体

験の数々 
小学校低学年 粗放農耕の段階―弥生体験 
小学校高学年〜中

学生 
ギャング・エイジ―遊行の時代 

高校〜大学生 よき未来人として仕上げの時代 
 

３.２ 公害教育から 
他方、日本の環境教育のもう一つのルーツとされた

公害教育において、教育目標についてどのような議論

があったのかみてみよう。公害教育の理論的構築に大

きな貢献をしてきた藤岡貞彦は、1975年京都に開かれ
た国際環境保全科学会議の分科会において日本の公害

教育実践を報告し、その報告の内容を論文化している。

そこで、藤岡は環境破壊に抵抗する教育の目標が、（a）
自然史、（b）社会史、（c）人間を尊重する歴史、（d）
市民の形成の四者を総合して教育することにあると述

べている28。これらの目標を達成させることで、「先行

する成人世代が、環境問題に直面してそれを直視し、

成長世代とともに『自然』と『地域』についての学習

をつくりなおし」、環境教育の究極的な目標である「環

境権認識の確立」が実現されると述べている29。ここ

では、「人権」、「人間尊重」、「歴史」、「自治」が重要な

キーワードとなっている。 
 
表 4 藤岡貞彦による公害に抵抗する教育の目標設定30 
自然史 事実に基づく環境破壊の現実に対する理解、環境と

自然に対する人間の尊敬、そして二者の対比 
社会史 環境問題と近代化の関係や現代社会における環境問

題の意味に関する理解 
人間を尊重

する歴史 
健康と生命の権利を有する人間への尊重に対する理

解 
市民の形成 地方自治による良好環境の創造と維持、これらを総

合的に教えることで、「地域の明日を考える子どもを

つくること」 
 
四日市市の公害に反対し、自主的な教育課程編成の

実践を行った多田雄一は、「身近な地域の生活から、何

を問題にしたらよいか、見つけだす」こと（事実認識）、

「感性をみがき、いかりや感動を、冷静に自分の心に

再構成できる」こと、「教材に科学の光をあてる」こと

（科学認識）を公害に対する総合学習の教育実践の目

標として整理している31。ここでは、科学に基づく生

活課題に関する認識が強調されている。 
一方、早くから三島沼津のコンビナート反対運動に

関わっていた福島達夫は、「環境教育は、環境から学ぶ

教育であって、環境を教える教育ではない」32と述べ、

「環境教育は発見の学習であり、その発見はつぎの発

見をめざす。答えがある学習よりも、問を持ち、知り

たがり屋の心を育てる」33としている。これは、環境

教育の教育目標を何らかの認識や行動のような計画と

測定できる成果の育成におかず、今までの教育と異な

る学習過程の実現にあるとする考え方である。「環境の

問題を教育の課題としてとらえた教師は、環境関連諸

科学の体系的な知識だけではなく、人間的な規範＝良

心によって関わってきた」ことや、「環境教育の成立の

契機は、それらの教師の具体的な教育活動のなかにあ

る。環境問題を感知し、教育実践に取り込んだ（ママ）

教師をつき動かしているのは、現実の現象のなかに潜

んでいる真実をかぎわけ、そして社会正義とか公正感

覚といった規範が大きく働いて、善をなすことであっ

た」34といった記述は、その裏付けである。 
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持続可能な発展の概念も、「日本が経験してきた公害問

題への理解」も、「世界の環境思想をつらぬく人権感覚

も、公正感覚」も『環境教育指導資料』からは読み取

ることができないという公害教育の推進者である福島

達夫からの批判もある19。 
環境教育指導資料では、前節の国際的枠組みを維持

しながら、1989年指導要領の改訂で示された新しい学
力観「生きる力」を背景に、環境教育の教育目標とし

て「能力・態度」が前面に押し出された。そこれでは

「環境教育で育成する能力や態度は、基本的には、す

べての教科に共通すると言われている。すなわち、問

題解決能力、情報の収集・分析・解釈の能力、自己表

現能力、さらに、他人の意見を寛容し客観的に判断で

きる能力や態度などが挙げられる」とされる20。 
なお、当時、同じく様々な教科・領域で環境教育に

取り組むことを主張しているが、環境教育指導資料と

は異なる形で目標の設定を行う教育実践も見られた。

そこでは、どの教科・領域にも共通する能力や態度で

はなく、共通する認識として、環境の複雑な構造を理

解するために「相違と類似」、「パターン」、「相互作用

と相互依存」「連続と変化」「適応と進化」といった概

念の獲得が目標として位置付けられていた21。このよ

うな事例は、環境教育の目標設定を行う際に、資質・

能力論だけに依拠するのではなく、生態学や認識論な

ど新しい学術成果を参照することも可能であることを

示していた。 
ESDの指導資料『ESD（持続可能な開発のための教

育）推進の手引（2018年）』では、教師が ESDの実践
に取り組む際に、特に「6 つの構成概念」と「ESD の
視点に立った学習指導で重視する能力・態度」に着目

する必要性が示されている。「6 つの構成概念」とは、
「多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責任性」

である。「ESD の視点に立った学習指導で重視する能

力・態度」とは、「①批判的に考える力、②未来像を予

測して計画を立てる力、③多面的・総合的に考える力、

④コミュニケーションを行う力、⑤他者と協力する力、

⑥つながりを尊重する力、⑥つながりを尊重する態度、

⑦進んで参加する態度」である22。これら特徴は、ど

の教科にも共通する能力・態度の設定という点におい

て、環境教育指導資料を引き継ぐものであると言える。 
ESDと SDGsの関係については、「ESD の様々な活

動が、国際的に整理された目標である SDGs の各目標

にどのように貢献しているのかを考えることにより、

SDGs によって自分自身の ESD の活動に新たな意義
や価値付けを行い、ESD の目標を明確化すること」が
できる23という認識が示されている。この認識は、藤

原孝章による「2015年以後の ESDは、2014年までの
抽象的な概念のみの ESDとはちがい、SDGsという具
体的な 17目標と社会変革の志向性をもった、持続可能
な開発目標のための教育なのである」という指摘にも

共通している24。つまり、SDGsの提起は、ESDの志向
性の変換を意味しておらず、学習内容がより具体的に

なったということを示しているのである。 
 

３．個人や民間団体に見られる環境教育の捉え方 

では、民間の教育研究団体や環境教育の理論と実践

に貢献してきた個々の実践家や研究者たちは、どのよ

うに環境教育の教育目標を捉えてきたのか、これまで

の議論との相違点と共通点に言及しながらみていこう。 
３.１ 自然保護教育から 
まず、自然保護教育の分野にルーツを持つ議論を取

り扱う。自然保護教育は、自然を愛好することだけを

強調し、社会面の問題を見逃していると批判されがち

である。しかし、自然保護教育に取り組んできた人た

ちは、自然がただ趣味や嗜好の対象ではないという意

識を持っていた。自然保護教育の教育目標について、

降旗信一は「単なる自然の愛好家を育てるのではなく」、

「身近な自然の観察を通して、身のまわりの環境につ

いて発見したり疑問をもつとともに、自然を自分のか

らだの一部分として大切にできる子ども」を育てるこ

と、「産業化、工業化によって引き起こされる自然破壊

を食い止めるために、いわゆる『反対闘争』的な自然

保護運動だけでは不十分との認識を踏まえ、自然観察

を通して、より積極的に社会のあり方や人間の行動様

式を考える子子ども」を育てることなどを挙げている

25。このように、自然保護教育には子どものアイデン

ティティ、行動様式、社会のあり方などに対して批判

的にみようとする目標観があることがわかる。そして、

学校で教えている知識自体に対しても批判的な眼差し

を向けている。習得した概念を取っ払い、自然をその

まま見ることで新しい発見をするというように、自然

保護教育は、自然に着目しているからこその革新性と
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批判性を有している。 

この社会変革の志向性に対する自覚は、今日の自然

保護教育論にも確認できる。「環境の保全に市民セクタ

ーの果たす役割は、70年代の行政や社会の仕組みへの
批判から出発して、21世紀に入った現在、地域の専門
家として計画や運営まで担う時代となった。自然保護

教育の内実も、単なる生態学の知識啓発にとどまらず、

人文社会の領域も含めた地域の環境についての合意づ

くりの役割を担うようになった」と指摘されている26。 

また、1994年自然保護協会が発刊したハンドブック
の中で、特に興味深いのは、子どもの発達段階に応じ

た自然体験の提案である（表 3）27。子どもの発達段階
に応じた自然体験は、人類文明のぞれぞれの段階に対

応している。それぞれの文明における人間と自然の関

係や関わり方を体験的に学ぶことが目指されている。

これは、図 1が示すような、今日の環境教育において
共通認識になってきた「環境の中の教育」「環境につい

ての教育」「環境のための教育」という発達段階の対応

の仕方とは、異なる視点を提供するものである。ただ、

この提案の根拠や意図がはっきり書かれていないため

に、この設計においてそれぞれの発達段階の教育目標

はどう考えたらよいのかは検討の余地がある。 
 

表 3 発達段階に応じた自然体験の設計 
年齢段階 望ましい自然体験 
０〜３歳 哺乳動物の段階―豊かな原体験 
４〜６歳 石器人の段階―縄文体験な重要な基礎体

験の数々 
小学校低学年 粗放農耕の段階―弥生体験 
小学校高学年〜中

学生 
ギャング・エイジ―遊行の時代 

高校〜大学生 よき未来人として仕上げの時代 
 

３.２ 公害教育から 
他方、日本の環境教育のもう一つのルーツとされた

公害教育において、教育目標についてどのような議論

があったのかみてみよう。公害教育の理論的構築に大

きな貢献をしてきた藤岡貞彦は、1975年京都に開かれ
た国際環境保全科学会議の分科会において日本の公害

教育実践を報告し、その報告の内容を論文化している。

そこで、藤岡は環境破壊に抵抗する教育の目標が、（a）
自然史、（b）社会史、（c）人間を尊重する歴史、（d）
市民の形成の四者を総合して教育することにあると述

べている28。これらの目標を達成させることで、「先行

する成人世代が、環境問題に直面してそれを直視し、

成長世代とともに『自然』と『地域』についての学習

をつくりなおし」、環境教育の究極的な目標である「環

境権認識の確立」が実現されると述べている29。ここ

では、「人権」、「人間尊重」、「歴史」、「自治」が重要な

キーワードとなっている。 
 
表 4 藤岡貞彦による公害に抵抗する教育の目標設定30 
自然史 事実に基づく環境破壊の現実に対する理解、環境と

自然に対する人間の尊敬、そして二者の対比 
社会史 環境問題と近代化の関係や現代社会における環境問

題の意味に関する理解 
人間を尊重

する歴史 
健康と生命の権利を有する人間への尊重に対する理

解 
市民の形成 地方自治による良好環境の創造と維持、これらを総

合的に教えることで、「地域の明日を考える子どもを

つくること」 
 
四日市市の公害に反対し、自主的な教育課程編成の

実践を行った多田雄一は、「身近な地域の生活から、何

を問題にしたらよいか、見つけだす」こと（事実認識）、

「感性をみがき、いかりや感動を、冷静に自分の心に

再構成できる」こと、「教材に科学の光をあてる」こと

（科学認識）を公害に対する総合学習の教育実践の目

標として整理している31。ここでは、科学に基づく生

活課題に関する認識が強調されている。 
一方、早くから三島沼津のコンビナート反対運動に

関わっていた福島達夫は、「環境教育は、環境から学ぶ

教育であって、環境を教える教育ではない」32と述べ、

「環境教育は発見の学習であり、その発見はつぎの発

見をめざす。答えがある学習よりも、問を持ち、知り

たがり屋の心を育てる」33としている。これは、環境

教育の教育目標を何らかの認識や行動のような計画と

測定できる成果の育成におかず、今までの教育と異な

る学習過程の実現にあるとする考え方である。「環境の

問題を教育の課題としてとらえた教師は、環境関連諸

科学の体系的な知識だけではなく、人間的な規範＝良

心によって関わってきた」ことや、「環境教育の成立の

契機は、それらの教師の具体的な教育活動のなかにあ

る。環境問題を感知し、教育実践に取り込んだ（ママ）

教師をつき動かしているのは、現実の現象のなかに潜

んでいる真実をかぎわけ、そして社会正義とか公正感

覚といった規範が大きく働いて、善をなすことであっ

た」34といった記述は、その裏付けである。 
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３.３ 1990 年代以降の議論 

 持続可能な発展という概念の提起により、環境教育

の教育目標に対する捉え方にも変化が現れてくる。「環

境教育のめざす人間像は、空間的には、地球上のすべ

ての人間（同世代間の平等）」、および人間以外の生物

や無生物をも含む全地球的なこと（環境倫理の確立）、

そして時間的には現在の子どもや将来の世代（世代間

の平等）までをも視野に入れ、行動できる人間である」

35と、阿部治は提起する。つまり、環境教育が取り組

むべき内容とその目標の拡張を示唆する考え方である。 
 一方、領域の拡張による環境教育の捉え直しをせず、

環境教育の位置づけを新たに提案する立場もある。原

子栄一郎は、環境教育は「環境を原理とする教育」で

あり、「環境教育が異議を唱えた教育は、一言で言うな

らば、十八世紀末以後に西欧諸国を中心にして起こっ

た産業革命によって工業化・産業化が進行し、経済・

社会のみならず人々の生活様式にまで機械化・機構化

と合理化・能率化をもたらした『近代化』を支えてき

た教育である」と述べる36。このような「近代化」を

批判し「新しい環境パラダイム」の転換を呼びかける

環境教育を通して、子ども一人ひとりが真に意味のあ

る生き方をする人間に育てられるが目指されている。 
 また、小・中・高等学校における ESDについて、「①
知識と体験を統合することで、持続可能な社会に向け

た基礎リテラシーを育む。②社会の当事者・主体者と

して社会への参加を促す参加型民主主義を学ぶ、③主

体的に持続可能な社会のビジョンを描き、創造する力

を多様なステークホルダーとともに、実践的に学ぶ、

④未来を肯定的にとらえることができる」というよう

な目標の設定の仕方もある37。 
環境教育の拡張、環境教育を原理とすること以外

にも、「国際的にも国内的も（ママ）、SDGs は単なる
１つの教育内容ではなく、カリキュラム全体を基礎づ

ける中核的な価値観となっているのである」とされて

いるように、環境教育を教育的価値とする考え方もあ

る38。佐藤学は、環境教育が持続可能性のための教育

に吸収されていく中でその領域拡張を「内包」、教育的

価値としての位置づけの転換を「外延」とし、その両

者が重要であることを、次のように主張した39。 
 

持続可能性の教育は、その内包と外延に分けて認

識する必要がある。その内包において、持続可能性

の教育は、地球の持続可能性の保持、生物多様性の

保護、自然との調和、再生可能エネルギーの開発と

再生可能な生活様式の構築、多文化共生、戦争と紛

争の抑止、貧困と暴力と差別と排除の撲滅、人間の

尊厳と人権の確立、人口問題の解決など、持続可能

な社会を実現する直接的な課題の教育として具体

化されている。もう一方で、持続可能性の教育は、

その外延において、教育のすべての領域を「持続可

能性」という理念と哲学によって再構成する実践と

して展開されている。（中略）持続可能性の教育は、

教育の一領域であるだけでなく、すべての領域の教

育の究極的な目的でもある。 
 
４. 環境教育の教育目標に関する論点の析出 

（１）歴史的変遷 

日本の環境教育は、その概念成立以来、いくつかの

大きな転換を経験してきた。第一に、1970年代から環
境教育の動向に見られる、自然から環境へという転換

である。環境教育の対象を、自然だけでなく、都市環

境、生活環境などにも着目することで、地球規模の環

境問題の原因究明と解決がより重視されるようになっ

ていった。それが教育目標に反映されると、社会の仕

組みが持つ問題、心情だけでなく行動の重視、人間の

主体性の強調という形で現れる。ただし、この転換に

は問題点もある。それは、国際的な環境教育の枠組み

を重視するあまり、環境教育の理論や実践も直輸入の

ままになってしまったり、行動ばかり重視する形式主

義の教育に矮小化されたり、人間中心主義の教育に留

まっていたりするという問題である。 
なお、この転換については、政策・理論・実践の間

に時差があると指摘されている。政策上、この転換が

なされるのは 70年代からであったが、環境教育の実践

や理論において「＜地域―日本―世界＞をつらなく人

類の課題そのものが、どの地域にも露頭をあらわして

いる時代に入った」を示したのは、1986年チェルノブ

ィリの原発事故であった40。 
第二の転換は、1990年代に起きた環境から持続的発

展への転換である。表 4はその転換の意味をまとめた

ものである。ただし、経済優先主義や新自由主義とい

った言葉に代表されるように、経済や社会の今までの
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パラダイムへの反省が十分示されていないということ

に関して、持続可能な発展という考え方にも批判が寄

せられている。人間中心主義という環境教育の課題は

未解決のまま残されているのである。 
これらの批判を背景に、2000年以降、持続的発展か

ら持続可能性へという転換が見られるようになった。

環境教育の教育目標を考える上で、人間の内なる問題、

生き方の問題、人間中心主義からの脱却を目指す新し

い環境倫理といった課題が次第に取り上げられること

になっていった。 
 

表 5 環境教育から ESDへの転換41 
 リオ会議以前 リオ会議以後 
主題

領域 
環境およびその質の改

善 
主題の多様化（平和、貧困、ジ

ェンダーなど）や主題領域間の

相互関連性 
アプ

ロー

チ 

・定量的で体系的な「知

の移転」（教え） 
・非文脈的な知 
・専門家や研究者の主

導によるプログラムの

デザインと実施 

・個人的／集団的な「知の獲得」

や「知の連結」（学び） 
・フィールド体験や環境改善の

ための行動と参加への重視 
・文脈的要素が強く、教育の質

的側面への重視 
 

（２）日本型環境教育の可能性 

国際的枠組みと比較する中で、日本における環境教

育の教育目標を設定することの重要性とその可能性も

一つの論点として挙げることができる。山本容子が指

摘するように、日本の環境教育は、「1980 年代から環
境の『保全』を中心概念としてきた。しかし、その中

では、『保全』に並び、日本特有の概念も含まれており、

この点が特徴的である。（中略）人と『自然との調和』

を重んじる自然観は日本古来かつ特有の自然観である

とともに、東洋思想から多くの影響を受けている環境

倫理『ディープ・エコロジー』の中心概念とも相通ず

る」という42。同じような理解は、自然保護教育の議

論の中にも見出すことができる。ただ、そこでは日本

人が持つ独自の自然観とそれに基づく環境教育を万能

薬とみず、環境教育に取り組む上でこの自然観の持つ

可能性と課題両方に言及している。 

 一方、公害教育に見られる環境教育の教育目標の設

定も日本型環境教育の一つの可能性として見るべきで

あろう。なぜなら、国際的枠組みが提起される前に、

その原理と精神と共通する目標が提起され、実践され

てきたからである。その内容の重要性はもちろん、な

ぜそのような先進的な目標設定ができたのか、その方

法論的検討を行うことも重要であろう。 

（３）政治的対立を乗り越える 
環境教育を考える上でもう一つの重要な課題は、民

間と政府の対立を克服することであろう。「72 年のス

トックホルム会議後、環境問題や環境教育に関する情

報や資料の流入が急増し、世界の動向が明白となると

ともに、それまでの環境問題に関する考え方やいわゆ

る公害学習の進め方に対して、大きな反省と刺激を与

えた。同時に環境教育のあり方をめぐる論争が活発に

なったが、それは文部省側と日教組側との対立という

背景の中で行われるものも多かった」43と指摘されて

いる。ただし、藤岡や福島による国際的な枠組みと文

部省の指導資料に対する評価から分かるように、「トッ

プダウン」だから文部省の指導資料が批判されている

わけでなく、その内容が理論研究と実践現場の成果と

課題を踏まえているかどうかが論点となっている。 
 

５. おわりに 

本稿では環境教育の教育目標がどのように設定さ

れ考えられてきたのかを考究してきた。環境教育に関

する議論を広く検討することで、環境教育の教育目標

を設定するために三つの重要な視点があることが言え

る。それは、「時間的な広がりに求める歴史的・未来的

視点」、「空間または場所の広がりに求める全体的視点」、

「人間性の深度の広がり、言い換えれば人間性の根本

的根源的な理解に求める人間的視点」の三つである。 
価値志向性、あるいはイデオロギー性が強いことが、

環境教育への取り組みを難しくしている原因であると

捉えることもできるが、それは、環境教育のネガティ

ブな側面、あるいは、環境教育を行うべきではない理

由とはならない。むしろ、環境教育の可能性をそこに

見出すことができる。なぜなら、教育という営みはそ

もそも価値志向性のあるものにも関わらず、それが意

識的に無意識的に度外視されがちであるからである。

環境教育が教育の全体に関わる概念であるということ

を確認した上で、環境教育を通して教育の価値志向性

を常に意識し問い続けることが可能になる。 
本稿は、紙幅の制限上、諸外国における環境教育の

あり方及び教育目標論の議論を取り入れることができ

なかった。諸外国の環境教育政策および研究者や民間

団体の議論を参照することで、地域や文化の違いなど
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３.３ 1990 年代以降の議論 

 持続可能な発展という概念の提起により、環境教育

の教育目標に対する捉え方にも変化が現れてくる。「環

境教育のめざす人間像は、空間的には、地球上のすべ

ての人間（同世代間の平等）」、および人間以外の生物

や無生物をも含む全地球的なこと（環境倫理の確立）、

そして時間的には現在の子どもや将来の世代（世代間

の平等）までをも視野に入れ、行動できる人間である」

35と、阿部治は提起する。つまり、環境教育が取り組

むべき内容とその目標の拡張を示唆する考え方である。 
 一方、領域の拡張による環境教育の捉え直しをせず、

環境教育の位置づけを新たに提案する立場もある。原

子栄一郎は、環境教育は「環境を原理とする教育」で

あり、「環境教育が異議を唱えた教育は、一言で言うな

らば、十八世紀末以後に西欧諸国を中心にして起こっ

た産業革命によって工業化・産業化が進行し、経済・

社会のみならず人々の生活様式にまで機械化・機構化

と合理化・能率化をもたらした『近代化』を支えてき

た教育である」と述べる36。このような「近代化」を

批判し「新しい環境パラダイム」の転換を呼びかける

環境教育を通して、子ども一人ひとりが真に意味のあ

る生き方をする人間に育てられるが目指されている。 
 また、小・中・高等学校における ESDについて、「①
知識と体験を統合することで、持続可能な社会に向け

た基礎リテラシーを育む。②社会の当事者・主体者と

して社会への参加を促す参加型民主主義を学ぶ、③主

体的に持続可能な社会のビジョンを描き、創造する力

を多様なステークホルダーとともに、実践的に学ぶ、

④未来を肯定的にとらえることができる」というよう

な目標の設定の仕方もある37。 
環境教育の拡張、環境教育を原理とすること以外

にも、「国際的にも国内的も（ママ）、SDGs は単なる
１つの教育内容ではなく、カリキュラム全体を基礎づ

ける中核的な価値観となっているのである」とされて

いるように、環境教育を教育的価値とする考え方もあ

る38。佐藤学は、環境教育が持続可能性のための教育

に吸収されていく中でその領域拡張を「内包」、教育的

価値としての位置づけの転換を「外延」とし、その両

者が重要であることを、次のように主張した39。 
 

持続可能性の教育は、その内包と外延に分けて認

識する必要がある。その内包において、持続可能性

の教育は、地球の持続可能性の保持、生物多様性の

保護、自然との調和、再生可能エネルギーの開発と

再生可能な生活様式の構築、多文化共生、戦争と紛

争の抑止、貧困と暴力と差別と排除の撲滅、人間の

尊厳と人権の確立、人口問題の解決など、持続可能

な社会を実現する直接的な課題の教育として具体

化されている。もう一方で、持続可能性の教育は、

その外延において、教育のすべての領域を「持続可

能性」という理念と哲学によって再構成する実践と

して展開されている。（中略）持続可能性の教育は、

教育の一領域であるだけでなく、すべての領域の教

育の究極的な目的でもある。 
 
４. 環境教育の教育目標に関する論点の析出 

（１）歴史的変遷 

日本の環境教育は、その概念成立以来、いくつかの

大きな転換を経験してきた。第一に、1970年代から環
境教育の動向に見られる、自然から環境へという転換

である。環境教育の対象を、自然だけでなく、都市環

境、生活環境などにも着目することで、地球規模の環

境問題の原因究明と解決がより重視されるようになっ

ていった。それが教育目標に反映されると、社会の仕

組みが持つ問題、心情だけでなく行動の重視、人間の

主体性の強調という形で現れる。ただし、この転換に

は問題点もある。それは、国際的な環境教育の枠組み

を重視するあまり、環境教育の理論や実践も直輸入の

ままになってしまったり、行動ばかり重視する形式主

義の教育に矮小化されたり、人間中心主義の教育に留

まっていたりするという問題である。 
なお、この転換については、政策・理論・実践の間

に時差があると指摘されている。政策上、この転換が

なされるのは 70年代からであったが、環境教育の実践

や理論において「＜地域―日本―世界＞をつらなく人

類の課題そのものが、どの地域にも露頭をあらわして

いる時代に入った」を示したのは、1986年チェルノブ

ィリの原発事故であった40。 
第二の転換は、1990年代に起きた環境から持続的発

展への転換である。表 4はその転換の意味をまとめた

ものである。ただし、経済優先主義や新自由主義とい

った言葉に代表されるように、経済や社会の今までの
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パラダイムへの反省が十分示されていないということ

に関して、持続可能な発展という考え方にも批判が寄

せられている。人間中心主義という環境教育の課題は

未解決のまま残されているのである。 
これらの批判を背景に、2000年以降、持続的発展か

ら持続可能性へという転換が見られるようになった。

環境教育の教育目標を考える上で、人間の内なる問題、

生き方の問題、人間中心主義からの脱却を目指す新し

い環境倫理といった課題が次第に取り上げられること

になっていった。 
 

表 5 環境教育から ESDへの転換41 
 リオ会議以前 リオ会議以後 
主題

領域 
環境およびその質の改

善 
主題の多様化（平和、貧困、ジ

ェンダーなど）や主題領域間の

相互関連性 
アプ

ロー

チ 

・定量的で体系的な「知

の移転」（教え） 
・非文脈的な知 
・専門家や研究者の主

導によるプログラムの

デザインと実施 

・個人的／集団的な「知の獲得」

や「知の連結」（学び） 
・フィールド体験や環境改善の

ための行動と参加への重視 
・文脈的要素が強く、教育の質

的側面への重視 
 

（２）日本型環境教育の可能性 

国際的枠組みと比較する中で、日本における環境教

育の教育目標を設定することの重要性とその可能性も

一つの論点として挙げることができる。山本容子が指

摘するように、日本の環境教育は、「1980 年代から環
境の『保全』を中心概念としてきた。しかし、その中

では、『保全』に並び、日本特有の概念も含まれており、

この点が特徴的である。（中略）人と『自然との調和』

を重んじる自然観は日本古来かつ特有の自然観である

とともに、東洋思想から多くの影響を受けている環境

倫理『ディープ・エコロジー』の中心概念とも相通ず

る」という42。同じような理解は、自然保護教育の議

論の中にも見出すことができる。ただ、そこでは日本

人が持つ独自の自然観とそれに基づく環境教育を万能

薬とみず、環境教育に取り組む上でこの自然観の持つ

可能性と課題両方に言及している。 

 一方、公害教育に見られる環境教育の教育目標の設

定も日本型環境教育の一つの可能性として見るべきで

あろう。なぜなら、国際的枠組みが提起される前に、

その原理と精神と共通する目標が提起され、実践され

てきたからである。その内容の重要性はもちろん、な

ぜそのような先進的な目標設定ができたのか、その方

法論的検討を行うことも重要であろう。 

（３）政治的対立を乗り越える 
環境教育を考える上でもう一つの重要な課題は、民

間と政府の対立を克服することであろう。「72 年のス

トックホルム会議後、環境問題や環境教育に関する情

報や資料の流入が急増し、世界の動向が明白となると

ともに、それまでの環境問題に関する考え方やいわゆ

る公害学習の進め方に対して、大きな反省と刺激を与

えた。同時に環境教育のあり方をめぐる論争が活発に

なったが、それは文部省側と日教組側との対立という

背景の中で行われるものも多かった」43と指摘されて

いる。ただし、藤岡や福島による国際的な枠組みと文

部省の指導資料に対する評価から分かるように、「トッ

プダウン」だから文部省の指導資料が批判されている

わけでなく、その内容が理論研究と実践現場の成果と

課題を踏まえているかどうかが論点となっている。 
 

５. おわりに 

本稿では環境教育の教育目標がどのように設定さ

れ考えられてきたのかを考究してきた。環境教育に関

する議論を広く検討することで、環境教育の教育目標

を設定するために三つの重要な視点があることが言え

る。それは、「時間的な広がりに求める歴史的・未来的

視点」、「空間または場所の広がりに求める全体的視点」、

「人間性の深度の広がり、言い換えれば人間性の根本

的根源的な理解に求める人間的視点」の三つである。 
価値志向性、あるいはイデオロギー性が強いことが、

環境教育への取り組みを難しくしている原因であると

捉えることもできるが、それは、環境教育のネガティ

ブな側面、あるいは、環境教育を行うべきではない理

由とはならない。むしろ、環境教育の可能性をそこに

見出すことができる。なぜなら、教育という営みはそ

もそも価値志向性のあるものにも関わらず、それが意

識的に無意識的に度外視されがちであるからである。

環境教育が教育の全体に関わる概念であるということ

を確認した上で、環境教育を通して教育の価値志向性

を常に意識し問い続けることが可能になる。 
本稿は、紙幅の制限上、諸外国における環境教育の

あり方及び教育目標論の議論を取り入れることができ

なかった。諸外国の環境教育政策および研究者や民間

団体の議論を参照することで、地域や文化の違いなど
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を視野に入れ、環境教育を進めるための新たな示唆を

得ることが今後の課題である。 
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【研究論文】 
 

外国人集住地域における JSL算数科の実践 
――豊田市立西保見小学校における伊藤敦子教諭の授業実践に着目して―― 

 
小栁 亜季・田野 茜  

 
 

はじめに 
 日本では 1990 年代以降、「外国につながる子ども」

と呼ばれる子どもが増加してきた。外国につながる子

どもとは、外国籍の子ども、さらに、日本国籍であっ

ても外国籍の親や祖父母を持つ子どものことである。

外国につながる子どもへの教育のあり方については、

学習指導要領のような明確な全国的な基準は文科省か

ら提示されていない 1。 

しかし、「JSL カリキュラム」という指針は、文科省

から提示されている。JSL カリキュラムは、外国につ

ながる子どもの取り出し指導における授業づくりの参

照枠として、特に日常生活で用いられる生活言語とし

ての日本語を獲得した子どもたちであっても、教科学

習の場面になると学習言語の未成熟さによって、授業

についていけなくなってしまうという事態 2 を解消す

ることを目指しまとめられている。「JSL カリキュラム」

は外国につながる子どもへの教育のための重要なキー

ワードとなったものの、また十分に教育現場で普及し

ていないという指摘も見られる 3。 
一方、外国につながる子どもたちへの教育は、単に

教科指導を通して学力獲得を目指していくのみならず、

同時に子どもたちの自尊感情を育むことが求められて

いる。日本の子どもにとってもまた自尊感情を育むこ

とは重要であるが、外国につながる子どもは、日本語

と母語もしくは継承語、そして日本の文化とルーツの

ある国の文化の間で揺れ動く存在であるために、より

一層留意する必要性が指摘されている 4。 
この観点から、2000 年代以降は、様々な小学校の実

践記録が共有されてきた。代表的なものとして、総合

的な学習の時間で日本の子どもも共に「多文化共生」

5 を目指すプロジェクトを立ち上げる新宿区立大久保

小学校 6 や、保護者等も巻き込みながら多文化共生の

価値観を広げている横浜市立いちょう小学校（現横浜

市立飯田北いちょう小学校）の取り組み 7などがある。

これらの学校の取り組みは、外国につながる子どもを

擁する学校として、子どもたちの文化的・言語的背景

を受容しながら子どもたちの居場所を確保し、「多文化

共生」を進めているものだが、すべて教科外で実施さ

れていた。教科指導の中で、子どもの自尊感情を育成

することで「多文化共生」につなげていく視座につい

ては、さらなる研究が求められているといえよう。 
外国につながる子どもへの教育の中でも、特に教科

指導のあり方を見ていくために、本稿では愛知県豊田

市立西保見小学校（以下、西保見小学校とする）の取

り組みを検討する。西保見小学校は、2007 年度には文

部科学省の「帰国・外国人児童生徒受入促進事業」の

指定を受けたことをきっかけに、「外国人児童の教育も、

日本語の指導から教科内容の指導に重点を移し」てい

る 8。その中でも伊藤敦子教諭は、JSL カリキュラムが

提唱された当時から、JSL カリキュラムの実践のあり

方について積極的に発信・研究してきた人物である 9。

この点から、外国につながる子どもへの教科指導のあ

り方を考えるための対象選定として妥当であろう。 
まず第 1章で、西保見小学校の学校の体制等につい

て説明する。第 2章では、特に JSL算数科に焦点を合

わせて、子どもたちの算数の学力保障のための工夫、

第 3章では同じ JSL算数の実践における、自尊感情を

高めるための工夫について検討する。このような枠組

みで西保見小学校の実践を捉えることで、JSL 算数の

実践において求められる要点を明らかにしていきたい。

また、本論文では分析に際して、授業見学、インタビ

ュー調査、西保見小学校の学校資料の分析に加えて、

文献調査を行なっている。 
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